
太
平
記
を
読
む
会
は
、
四
月
十
六
日
、
関
西
民
放
ク

ラ
ブ

の
事

務
局

で
第

一
回

例
会

を
開

き
ま

し
た

。
出

席
者
は
登
録
メ
ン
バ
ー
十
三
人
の
内
、
十
名
で
、
岩
波

文
庫
「
太
平
記
」
の
序
を
学
ん
だ
あ
と
、
第
一
巻
の
主

要
ヶ

所
を

座
席

の
順

番
に

声
読

。
後

醍
醐

天
皇

の
即

位
か

ら
、

倒
幕

陰
謀

の
首

謀
者

た
ち

が
処

罰
さ

れ
た

「
正
中
の
変
」
ま
で
を
難
な
く
読
み
終
え
、
順
調
な
ス

タ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。
 

 

◇
こ
の
日
輪
読
し
た
第
一
巻
の
個
所
は
次
の
通
り
で
す
。
 

㈠
後
醍
醐
天
皇
武
臣
を
亡
ぼ
す
べ
き
御
企
て
の
事
 

善
政
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

（
ｐ
３
７
～
３
９
）
 

 
三
十
一
歳
で
即
位
し
た
天
皇
は
当
初
、
楠
葉
・
大
津
以
外
の
関

所
の
廃
止
、
飢
人
窮
民
の
施
行
な
ど
、
善
政
に
励
ん
だ
。
 

＊
楠
葉
 
淀
川
東
岸
の
湊
町
。
古
来
、
水
運
や
土
器
生
産
な
ど
の

商
工
業
で
栄
え
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
麹
販
売
を
め
ぐ
っ
て
石
清

水
八
幡
宮
直
属
の
業
者
と
の
抗
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
 

㈡
中
宮
御
入
内
の
事

 

寵
姫
に
溺
れ

（
ｐ
４
１
～
４
２
）

 

 
天

皇
は

中
宮

に
仕

え
て

い
た

阿
野

廉
子

を
寵

愛
し

政
務

ま
で

お
ろ
そ
か
に
し
て
傾
城
傾
国
の
乱
れ
（
長
恨
歌
）
を
招
い
た
。

 

＊
後
醍
醐
の
后
妃
・
皇
子
 
皇
室
系
図
の
中
で
比
較
的
信
用
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
に
よ
る
と
、
皇
子
十
七

人
、
皇
女
十
五
人
、
計
三
十
二
人
、
そ
の
母
二
十
人
。
異
常
に
多

い
わ
け
で
は
な
く
、
治
世
を
称
え
ら
れ
た
延
喜
の
醍
醐
帝
も
皇
子

女
は
三
十
九
人
、
母
は
十
四
人
を
数
え
る
。

 

㈢
土
岐
十
郎
と
多
治
見
四
郎
と
の
謀
反
の
事
、
付
無
礼
講
の
事

 

ヌ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
で
倒
幕
謀
議

（
ｐ
４
８
～
４
９
）

 

 
天
皇
の
近
臣
、
日
野
資
朝
、
俊
基
は
公
家
、
僧
、
武
士
ら
の
同

志
と
倒
幕
の
謀
議
を
重
ね
た
が
、
薄
着
の
美
女
を
侍
ら
せ
て
遊
飲

す
る
「
無
礼
講
」
を
装
っ
た
。

 

＊
花
園
上
皇
の
証
言

 
後

醍
醐

に
譲

位
し

た
花
園
上

皇
の

日
記

「
花
園
天
皇
宸
記
」
の
元
亨
四
年

( １
３
２
４

) 十
一
月
一
日
条
に

は
、
資
朝
、
俊
基
ら
の
無
礼
講
の
様
子
を
「
衣
冠
を
着
け
ず
、
ほ

と
ん
ど
裸
で
、
飲
食
、
乱
遊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
太
平
記
の
記

述
と
も
一
致
し
、
史
実
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

 

㈣
謀
叛
露
見
の
事

 

寝
物
語
か
ら
漏
れ
た
陰
謀

（
ｐ
５
４
～
５
７
）

 

 
倒
幕
陰
謀
に
加
わ
っ
て
い
た
土
岐
頼
員
は
、
寝
物
語
の
言
葉
を

妻
に
怪
し
ま
れ
、
陰
謀
へ
の
加
担
を
漏
ら
し
た
。
妻
は
一
族
の
危

急
を
救
お
う
と
、
父
で
六
波
羅
奉
行
の
斎
藤
利
行
に
密
告
す
る
。

六
波
羅
は
、
楠
葉
の
騒
動
鎮
圧
の
名
目
で
在
京
の
治
安
部
隊
を
謀

叛
人
土
岐
頼
時
、
多
治
見
国
長
の
住
宅
に
急
派
、
両
人
は
討
ち
死

に
し
た
。

 

＊
武
士
の
名
前

 
土
岐
頼
時
の
正
式
な
名
前
は
土
岐
伯
耆
守
源

十

郎
頼
時
。
こ
れ
を
分
解
す
る
と
「
土
岐
」
は
名
字
で
、
本
拠
と
す

る
土
地
の
名
前
、
伯
耆
守
は
幕
府
を
通
じ
て
朝
廷
か
ら
与
え
ら
れ

る
官
職
名
、
「
源
」
は
土
岐
氏
が
受
け
継
い
だ
姓
で
、
彼
の
場
合

は
清
和
源
氏
、
「
十
郎
」
は
兄
弟
の
長
幼
の
順
を
示
す
仮
名
（
け

み
ょ
う
）
、
最
後
が
元
服
時
に
名
乗
る
本
名
で
、
諱
（
い
み
な
）

と
も
い
う
。
名
前
は
多
く
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

 

㈤
俊
基
資
朝
召
し
取
ら
関
東
下
向
の
事

 

資
朝
、
俊
基
を
張
本
人
と
し
て
鎌
倉
に
連
行

（
ｐ
６
４
～
６
５
）
 

 
幕
府
は
、
日
野
資
朝
、
俊
基
を
謀
叛
の
張
本
人
と
断
定
し
、
北

条
得
宗
家
の
被
官
、
長
崎
泰
光
、
南
部
宗
直
を
上
洛
さ
せ
て
二
人

を
逮
捕
し
た
。
鎌
倉
か
ら
朝
廷
へ
の
使
い
を
東
使
と
い
い
、
通
常

二
人
が
派
遣
さ
れ
る
。
こ
の
時
も
東
使
両
人
と
し
て
上
洛
。

 

＊
徒
然
草
が
語
る
資
朝
 
権
勢
を
誇
る
関
東
申
次
、
西
園
寺
実
兼

の
反
感

を
買

っ
て

六
波
羅

に
連

行
さ

れ
る

歌
人

の
京
極
為
兼

を

見
て
、
資
朝
は
「
あ
な
羨
ま
し
、
世
に
あ
ら
ん
思
ひ
出
で
、
か
く

こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
と
い
っ
た
。
反
骨
の
公
家
、
資
朝
の
人

柄
を
伝
え
る
吉
田
兼
好
の
貴
重
な
証
言
。

 

㈥
主
上
御
告
文
関
東
に
下
さ
る
る
事

 

天
皇
の
告
文
に
お
び
え
た
鎌
倉
幕
府

（
ｐ
６
６
～
６
９
）

 

 
天

皇
は

幕
府

の
手

が
及
ぶ
前

に
弁
明

の
た

め
の
公

文
を
鎌
倉

に
下
す
。
幕
府
要
人
の
二
階
堂
道
蘊
は
「
天
子
が
武
臣
に
告
文
を

下
し
た
た
め
し
が
な
い
。
開
く
の
は
恐
れ
多
い
」
と
反
対
し
た
が
、

得
宗
北
条
高
時
は
無
視
し
て
、
斎
藤
利
行
に
読
ま
せ
た
。
す
る
と

俊
行
は
に
わ
か
に
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
。
資
朝
は
佐
渡
配
流
、
俊

基
は
赦
免
、
天
皇
へ
の
追
及
は
な
か
っ
た
。

 

＊
二
階
堂
出
羽
入
道
道
蘊
 
幕
府
官
僚

と
し

て
朝
廷

と
の
交
渉

に
活
躍
し
た
能
吏
。
建
武
政
権
で
も
重
要
ポ
ス
ト
に
登
用
さ
れ
た

が
、
陰
謀
の
疑
い
で
処
刑
さ
れ
た
。

 

       

太平記を読む会第１回例会 

２０１８年４月１６日 

太平記の風景１ 

夢窓国師が作った永保寺の庭園 

 正中の変で討死した多治見国長の邸宅

跡から徒歩約 30 分。禅の境地を示す 


